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防犯優良マンション認定制度
【竣工後審査の流れ】

認定規程
（認定基準を含む。）

共同制定

審査員審査
共同実施

判定委員会による判定
共同設置

認定証交付
甲乙連名

県建築住宅センター　甲 県防連または防犯設備士協会　乙

審査員
（建築）

審査員
（防犯設備）

物件毎に指名物件毎に指名

全国公益法人（（公財）全国防犯協会連合会、（公社）日本防犯設備協会、（一財）ベターリビング）による支援措置
標準認定規程、標準認定基準

認定資格者の養成

アドバイザー会議の設置による公平・中立な制度運営

　　　防犯優良マンション認定機関等連絡協議会による情報交換　　等

　平成17年6月の犯罪対策閣僚会議の「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」において、防
犯性に優れた共同住宅等に関する認定基準の策定及び防犯優良マンション認定制度の全国
展開を図ることとなりました。　※本制度は各自治体により異なる点があります。詳細は各自治体へお問い合わせください。

1. 認定主体（認定機関）
　各都道府県の住宅関係公益法人と防犯関係公益法
人との共同認定。

2. 認定の対象
　新築、既存を問わず全てのマンションを対象。

3. 認定の基準
　全国公益法人が定める防犯優良マンション標準認定
基準を基に、各都道府県の状況を踏まえて認定主体が
認定基準を制定。

4. 審査
　全国公益法人に一定の能力を有したものとして登録さ
れた、住宅・建築及び防犯設備の専門家の中から、認定
主体となる各都道府県の住宅関係公益法人と防犯関係
公益法人がそれぞれ指名した2人の審査員により、設計
図書審査（設計段階審査）及び現地審査（竣工段階審
査）を実施。

5. 認定
　審査員による審査結果をもとに、判定委員会の議を経
て認定。設計段階及び竣工段階の2段階の審査を経て
認定。設計段階においては設計段階適合証を、竣工後
においては認定証をそれぞれ交付。

6. 認定マンションの公表及び認定の表示
　認定（設計段階適合が確認されたものを含む。）マンシ
ョンについては、認定主体のホームページで公表。
　また、当該マンションには、全国公益法人が定めた統一
の認定マークを表示。

7. 認定の有効期間
　5年間（都道府県により3年間の場合もある。）。

※参考：（公社）日本防犯設備協会資料

全国公益法人が策定した防犯優良マンション認定事業支援要綱に基づく
防犯優良マンション認定制度の概要
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防犯優良マンションの基準の抜粋
○共用部分
・共用玄関は、見通しが確保された位置に配置。
・共用玄関には、オートロックシステムを設置。
・エレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しを確保。
・エレベーターかご内には、防犯カメラ（画角C：人物の胸部から上が画面全体を占める大きさ）を設置。
・共用玄関、共用玄関の存する階のエレベーターホール及び共用メールコーナーの照明設備は、50ルクス以上の照度を確保。
・共用廊下及び共用階段は、乗り越え等による侵入が困難な構造。
・共用廊下及び共用階段の照明設備は、20ルクス以上の照度を確保。
・塀、柵又は垣等を設置する場合は、周囲の死角の原因及び住戸の窓等への侵入の足場とならないもの。
・防犯カメラを設置する場合は、見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置、台数等を適切に配置。

○専用部分
・住戸の玄関は、防犯建物部品等の扉及び錠を設置。
・住戸の玄関扉は、ドアスコープその他外部の来訪者を確認できるものを設置。
・住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有するインターホンを設置。
・共用廊下に面する住戸の窓は、防犯建物部品等のサッシ及びガラス、面格子その他の建具を設置。
・住戸のバルコニーは、縦樋、階段の手摺等を利用した侵入が困難な位置に配置。

防犯優良マンション認定制度について

防犯優良マンション標準認定基準に基づいたインターホン・監視カメラ設備の設置基準

駐輪場
エントランス

各住戸

エレベーター

駐車場
管理室

公園
共用玄関には、オートロックシス
テムを備えた玄関扉及びその
玄関扉を通過する人物を写す
防犯カメラ（画角B：画面全体に
人物の全身が写る大きさ）が設
置されていること。（必須事項）

インターホンは、管理人室を設
置する場合にあっては、住戸内
と管理人室との間で通話が可
能な機能等を有していること。
（推薦事項）

エレベーターかご内には、防犯
カメラ（画角C：人物の胸部から
上が画面全体を占める大きさ）
が設置されていること。
（必須事項）

駐車場の出入り口には、そ
こを通過する車両及び人
物を写す防犯カメラ（画角
B：画面全体に人物の全身
が写る大きさ）が設置され
ていること。
（必須事項）

記録装置と一体化したシステム
として構成されること。
見通しの補完、犯意の抑制等の
観点から有効な位置に必要な台
数が配置されていること。
（必須事項）

住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が
可能な機能等を有するインターホン又はドア
ホンが設置されていること。（必須事項）
インターホンは、住戸内と共用玄関の外側との
間で通話が可能な機能及び共用玄関扉の錠を
住戸内から解錠する機能を有していること。
（必須事項）
インターホンは、共用玄関に設置された専用カ
メラの映像を写すモニター機能を有している
こと。（推薦事項）
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